○西和賀町奨学金貸与条例

平成18年３月10日条例第７号

西和賀町奨学金貸与条例

（目的）

第１条　この条例は、西和賀町に居住している者（職務上その他やむを得ない事情により、町外に住所を有する者も含む。）の子女であって、学校教育法（昭和22年法律第26号）に定める高等学校以上に在学し経済的な理由により修学困難な者に対し学資の貸与を行い、将来有用な人材を育成することを目的とする。

（選考委員会及び貸与の決定）

第２条　奨学金の貸与を受ける者（以下「奨学生」という。）の決定は、奨学金貸与選考委員会（以下「選考委員会」という。）の推薦により、町長が決定する。

２　選考委員会の委員の定数は、５人以内とする。

３　選考委員会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命又は委嘱する。

(１)　町内学校長

(２)　識見を有する者

(３)　町長部局職員

４　選考委員会の委員の任期は２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（貸与金の額）

第３条　奨学金の貸与金額は、次に定める額とする。

	
	
	

	(１)　高等学校に在学している者
	月額
	２万円以内

	(２)　高等専門学校及び専修学校に在学している者
	月額
	３万円以内

	(３)　大学院、大学及び短期大学に在学している者
	月額
	６万円以内


（貸与期間）

第４条　奨学金を貸与する期間は、前条に掲げる学校の正規の修学期間とする。

（貸与の手続）

第５条　奨学金の貸与を受けようとする者は、次の書類を提出しなければならない。

(１)　奨学金貸与申請書

(２)　在学証明書

(３)　成績証明書

(４)　健康診断書

(５)　世帯全員の住民票の写し

（奨学生の身分保証）

第６条　奨学生は、次の場合には連帯保証人２人を定め、連署して届け出なければならない。

(１)　奨学生を受諾するとき。

(２)　休学、復学、転学又は退学したとき。

(３)　本人及び連帯保証人の身分、住所その他重要な事項に異動のあったとき。

(４)　長期にわたる疾病のとき。

（奨学金の交付）

第７条　奨学金は、毎月本人に交付する。ただし、特別の事情があるときは、数月分を併せて交付することができる。

（奨学金の借用の辞退）

第８条　奨学生に特別の事情が生じたときは、奨学金の借用の辞退を申し出ることができる。

（報告）

第９条　奨学生は、毎学年末、在学校長の発行する学業成績証明書を町長に提出しなければならない。

（奨学金の停止又は廃止）

第10条　奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、奨学金を停止し、又は廃止する。

(１)　傷病等のため卒業の見込みがないとき。

(２)　学業成績又は操行が不良となったとき。

(３)　奨学金を必要としない理由が生じたとき。

(４)　休学、転学が適当でないとき。

(５)　その他奨学生として適当でないと認めたとき。

（奨学金の返還方法）

第11条　奨学生は、次の各号のいずれかに該当したときは10年以内に返還明細書に基づいて返還しなければならない。ただし、奨学金の全部又は一部を繰り上げて返還することができる。

(１)　貸与期間の満了

(２)　退学

(３)　奨学金の辞退

(４)　奨学金の廃止

（借用証書）

第12条　奨学生が卒業し、又は前条の各号のいずれかに該当したときは、連帯保証人２人と連署して所定の奨学金借用証書を提出しなければならない。

第13条　奨学生であった者は、奨学金返還完了前に本人、連帯保証人の身分、住所、職業その他重要な事項に異動があったときは直ちに届け出なければならない。ただし、本人が疾病等のため届け出ることができないときは、連帯保証人から届け出なければならない。

（奨学金の返還猶予）

第14条　奨学生であった者が、更に上級校に進学したときは、その在学期間中奨学金の返還を猶予する。

第15条　疾病その他正当の理由のため奨学金の返還が困難な者には、願い出によって相当期間その返還を猶予することができる。

（奨学生の異動届）

第16条　奨学生又は奨学生であったものが死亡したときは、連帯保証人は、戸籍抄本及び奨学金借用証書を添え直ちに届け出なければならない。

２　前項において奨学金返済完了前のときは、奨学金の全部又は一部の返還の免除を受けることができる。

３　前項により奨学金の返還の免除を受けようとする場合には、連帯保証人又は遺族は、事情を具して願い出なければならない。

（委任）

第17条　この条例の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

附　則
（施行期日）

１　この条例は、平成18年４月１日から施行する。

（湯田町奨学金貸与条例等の廃止）

２　次に掲げる条例は、廃止する。

(１)　湯田町奨学金貸与条例（昭和42年湯田町条例第22号）

(２)　沢内村奨学金貸与条例（昭和60年沢内村条例第３号）

（経過措置）

３　この条例の施行の日（次項において「施行日」という。）の前日までに、廃止前の湯田町奨学金貸与条例又は沢内村奨学金貸与条例（以下これらを「廃止前の条例」という。）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

４　前項の規定にかかわらず、施行日の前日までに、廃止前の条例により奨学金の貸与を受けていた者及び現に返還中の者に係る奨学金の貸与及び返還等については、なお廃止前の条例の例による。

